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【事前調査票】市町村(学校組合)教育委員会用

◆市町村(学校組合)教育委員会におかれては､設置管理する学校について回答してください。
◆希望利用方式を希望しない場合は､希望しない理由を｢②備考｣に記入してください。
◆その他､連絡事項(例えば､市町村合併等を予定しており､平成23年４月１９日時点で市町村名の変
更等がある場合)等があれば､｢②備考｣欄に記入してください。

①回答

●

※1:教育委員会名については､提出時点での名称を記入してください。
※2:希望利用を予定している場合は｢Ｏ｣､希望利用を予定していない場合は｢ｘ｣を選択して下さい。

なお､－部の学校で希望利用することを予定している場合については｢Ｏ]とご回答下さい。
※3:学校数については､平成23年４月１９日時点の内容を記入してださい。

（例えば､平成23年度に､調査対象となる小学校第6学年･中学校第3学年の児童生徒の
在籍の見込みがない学校や､統廃合等により平成23年４月１９日時点で存在しない学校は、
含みません｡提出時点で把握できている範囲で集計して下さい｡）
な、左いへ－轡・の今につい

一口－１認、左Ｉ《轡いただき、

計数から除かないようニしてください

②備考

●

！

市町村名：

教育委員会名(※1）

希望
利用
方式
の

希望
(※2）

ロヱ厚~已逵ソ句司＝ＰＫＵグーノつ、回可ヱメＵ巧＄こoび

る児童生徒が在籍するすべての学校数
(※3）
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｢公印省略」

２２教義第４３０９号
平成２２年１０月２１日

各市町村（学校組合）教育委員会教育長殿

福岡県教育委員会教育長

平成２３年度全国学力・学習状況調査の予算見積りに関連した
事業量調査について（照会）．●■

このことについて、別添写しのとおり文部科学省初等中等教育局学力調査室から照会が
ありました。

ついては、平成２３年度全国学力・学習状況調査の利用の希望に関して下記により提出
を．お願いします。

記

１提出書類

【事前調査票】市町村（学校組合）教育委員会用（別紙1）２部

２提出期限

平成２２年１１月５．日（金）

提出先

所管教育事務所長１部
教育庁教育振興部義務教育課長

３

１部

提出方法

所管教育事務所長：学力調査担当指導主事あてＦＡＸ

教育庁教育振興部義務教育課長：本件担当あて様式Excelファイルを電子メール添付

４

５その他

別紙１のExcelファイルについては、貴教育委員会学力調査担当者あて電子メールで
送付します。

◇本件担当◇

福岡県教育庁教育振興部義務教育課．指導斑
指導主事赤瀬正信.(あかせまさのぶ）
〒812-8575福岡市博多区東公園７番７号
電話：092-643-3910ＦＡＸ：092-643-3912

E-Mail：akase-ln9031@pref・fukuokalg・jｐ
〆

￣
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事務連．絡
凸

平成２２年１０月１５日

､各都道府県教育委員会

各指定都市教育委員会

全国学力・・学習状況調査担当者殿

文部科学省初等中等教育局学力調査室

平成２３年度全国学力・学習状況調査の予算見積りに関連した事業量調査に
０

ついて（照会）．

平成２３年度以降の全国学力・学習状況調査の在り方については，「全国的な学力調査の

在り方等の検討に関する専門家会議」において検討が進められており，８月２７日に「平成

23年度以降の全国的な学力調査の在り方について（中間まとめ）」を公表したところです。

文部科学省では，この中間まとめを踏まえ，平成２３年度全国学力・学習状況調査について

は，平成23年４月１９日（火）に平成22年度調査と同様の教科・調査方式（抽出調査及び

希望利用方式）で実施できるよう，調査の実施経費を計上し概算要求を行っております。

本事業量調査はの見積もりにあたって，無駄を避けるために，可能な限り，実際

に反映さの希望利用の希望に応じた適切な事業量を調べ子

のです。

そこで，現時点において，希望利用に関しての事前の見積りのための照会させていただき

ます。

ついてはｊ別紙１～２の該当するいずれかの様式に記入の上， ２２１１

17:00までに文部科学省まで回答願います。ただし，平成23年４月１９日までに市町村合併

等を予定している市町村教育委員会等においては，一つの市町村教育委員会等が利用を希

望すると回答すれば，市町村合併等の後の教育委員会等として，利用を希望すると回答し

たこととして取り扱います。

です。正

式照会につきましては，後日改めて行います。その際，希望利用の回答に変更があっても

構いません。

なお，抽出対象校となった学校については，希望利用方式を希望する必要は無くなりま

すが，現時点では，抽出対象校を決定しておりませんので，抽出対象外となることを想定



して回答を行ってください。

都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会(指定都市教育委員会を除く）
。：

について，照会を行し､，取りまとめの上，回答願います。

（別紙）～

･全国的な学力調査の実施（平成２３年度概算要求）

･平成23年度以降の全国的な学力調査の在り方について（中間まとめ）

●

●

＜本件担当＞

初等中等教育局参事官付学力調香宝

電話：03-5253=4111（内線3726）

８

､■

●



平成23年度概算要求額3,678,774千円（3,317,400千円）
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【調査の目的】

義務教育の機会均等
と水準の維持向上の

観点から,全国的な児
童生徒の学力や学習

状況を把握･分析し，
教育施策の成果と課

題を検証し,その改善
を図る／

中「

学校における児童生徒
への教育指導の充実
や学習状況の改善等
に役立てる 課題分ｉに言…ｕ骨
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平成23年度以降の全国的な学力調査の在り方について
（中間まとめ）．

1．調査目的

平成22年度全国学力・学習状況調査の実施要領において定められた調
査目的は、今後も極めて重要であり、このような調査目的を実現するた
めの全国的な学力調査の実施は､今後も継続すべきであると考えられる。
多くの教育委員会や教育関係団体等がこのことを期待している。

※平成22年度調査の調査目的
「義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的
な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と
課題を検証し、その改善を図るとともに、そのような取組を通じ
て、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。
また、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の

改善等に役立てる｡」

（１）平成19年度の調査発足以来、全国的な学力調査は、行政調査としての役

割（国全体における児童生徒の学力等の状況を把握し、国の教育施策の企

画立案の参考にするという役割）を超えた役割を果たしてきた。
すなわち、全国的な学力調査は、全国及び都道府県別のデータ等を得て、

児童生徒の学力や学習状況を把握・分析することによって、国及び地方の
教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ること、また、学校におけ
る児童生徒への教育指導や、学習状況の改善に調査結果を活かすことに貢
献してきた。

（２）平成17年の中央教育審議会答申においては、義務教育のあり方を議論し

た成果として､「義務教育の機会均等とその水準の維持向上」という基本
的な理念を実現する方策の一つとして、,全国的な学力調査の必要性が提言

された。文部科学省における今後の検討においても、この答申の趣旨を踏
まえて検討を行う必要がある。

その後の教育振興基本計画においても、全国的な学力調査の継続的な実
施を盛り込み、閣議決定が行われている。

（３）学習指導要領においては、学校教育法に定める義務教育の目標を達成す
るよう、各教科の目標が明示されている。

「義務教育の機会均等とその水準の維持向上」という観点から、これら
各教科の目標の実現、子どもたちのより確実な習得に資するよう、全国的
な学力調査がその役割を果たすことが期待されている。

特に、確かな学力の育成を目指した新学習指導要領が完全実施の段階を
－１－



●

迎えることから〈全国的な学力調査には、
①「確かな学力の育成」を目指した学習指導要領改訂の趣旨、とりわ

け、知識を活用する能力を高めるための思考力・判断力･表現力等を
ｉまぐくむ教育の充実、個に応じた指導の充実種どの普及・定着
②教育委員会や学校における学力向上に向けての積極的かつ具体的な
取り組み

③．全国の教育委員会、学校等が、全国的な状況との関係において、そ
れぞれの児童生徒の学力等に関する状況、教育条件の整備状況寸児童

九生徒の学習環境や家庭における生活状況等を知りぃその特徴や課題な
どを把握し、さらにシ広い視野にたって、主体的に指導改善等につな

～げていくこと

④学習指導要領の改訂の趣旨等を踏まえた学力向上の取り組みの成果
等についての、国、地方、学校の各段階における把握、検証を、それ
ぞれ支援していく役割が期待されており、その重要性は今後ますます.

、強くなってきている。

ﾛ

Ｌ

（４）これまで４回の学力調査においても、このような全国的な学力調査の本
来の目的、ねらいとするところが継続されてきた．
平成22年度調査においてはこのような調査の本来の目的を実施要領に

おいて整理、規定した。.その上で、悉皆調査ではなく、調査方式の切り替
えを行っても、調査の目的は十分実現できると考え、抽出率約30％の抽出

調査及び希望利用方式に、切り替えられたところである。
３年間の悉皆調査の結果、信頼性の高いデータが蓄積され、教育に関す

る検証改善サイクルの構築も着実に進んできており、調査方式を切り替え
た平成22年度調査においても、これを継続する趣旨で本調査が実施された。
その結果、調査のねらいとしてきた政策効果が十分発揮され､<積極的な取
り組みが全国で展開されている。今後、当面、このような取り組みを継続

することが必要であり、また、強く期待されていることを、十分考慮する
必要がある。

（５）なお、先般政府が閣議決定を行った新成長戦略においても、「国際的な学
習到達度調査において日本が世界トップレベルの順位となることを目指す」
とされており、具体的な成果目標も示されたｄ今後、その実現という観点
からも、全国的な学力調査の果たす役割が期待されるところである。

※「新成長戦略」について（平成22年６月18日閣議決定）．
「国際的な学習到達度調査において日本が世界トップレベルの順位と
．なることを目指す」

「2020年までに実現すべき成果目標

OECD生徒の学習到達度調査等で世界トップクラスの順位
①最上位国の平均並みに、低学力層の子どもの割合の減少と高
学力層の子どもの割合の増加

②「読解力」等の各分野ごとの平均得点が、すべて現在の最上
位国の平均に相当するレベルに到達

③各分野への興味・関心について、各質問項目における肯定的
－２－



な回答の割合が国際平均以上に上昇」

（６）以上のことから、平成22年度全国学力・学習状況調査の実施要領におい
て定められた調査目的を構成する各要素は、今後の全国的な学力向上に必
要とされる方向性を考えた場合、いずれも欠かすことのできない必要な要
素であると考えられる。

（７）なお、調査目的のうち、「教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図
るとともに、そのような取り組みを通じて、教育に関する継続的な検証改
善サイクルを確立する」という点に今後は力点を置き、例えば、①時系列
による学力水準の比較（経年変化の分析）のための調査、②教育格差の分
析及び関連する施策の検証のための調査、③発達段階に応じた学力等の状
況の変化を分析するための調査、といった新しい視点に立った調査が求め
られるという意見があった。

２．対象学年・実施時期

対象とする学年については、義務教育における各学校段階の最終学年
における到達度を把握するため、当面、小学校第６学年及び中学校第３
学年の児童生徒とすることが適当である。
実施時期については、児童生徒に対する学習改善に役立てるため、年
度の早い時期に調査を実施し、できるだけ早い時期に学校等へ結果が返
却されることが必要である。過去４回の調査で、定着してきた４月下旬
の実施を基本とすることが適当と考えられる。

（１）対象とする学年については、これまで、義務教育における到達度を把握
するため、小学校第６学年及び中学校第３学年の児童生徒とすることが適
当であるとされてきた。

（２）対象学年を追加すれば、その分、問題作成の業務量及びそのための体制
を拡充する必要が出てくるだけでなく、対象となる学校数、児童生徒数も、
その分、拡大する。今後、教科の追加を目指すとすれば、対象学年は、当
面、現状のままとすることが適当と考えられる。

（３）義務教育段階のすべての教育内容を調査の対象とするのであれば、最終
学年の年度末近くに調査を実施することが最適であるが、児童生徒に対す
る学習改善に役立てるため、調査の対象となった児童生徒の結果を、本人
に対する教育指導等にフィードバックする必要性を考慮すれば、これまで
同様、年度の早い時期に実施することが適当と考えられる。

（４）高等学校段階における学力調査を検討してはどうかという意見や、これ
を検討するに当たっては、様々な課題があるという意見、入学試験により

－３－



形成される特殊な学力の影響を考慮する必要があるという意見もあった。

、３Ｊ対象教科

ｂ■

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童
生徒の学力や学習状況を把握・分析し､教育施策の成果と課題を検証し、
その改善を図るとともに、そのような取組を通じて、教育に関する継続
的な検証改善サイクルを確立すること、学校における児童生徒への教育
指導の充実や学習状況の改善等に役立てることという調査の目的を踏ま
えれば、対象教科は、これまでの「国語｣、「算数・数学」にｶﾛえて、
・小学校では、「社会｣、「理科｣、
・中学校では、「社会｣、「理科｣、「英語」

を追加することを検討していくことが適当ｑ

あらかじめ、文部科学省（国立教育政策研究所）において、問題作成
の体制づくりを行うことが必要となること、通常、問題作成に１年以上
かかること等を考慮すれば、教科の追ｶﾛは早くても、平成24年度調査か
らということになる。

また、問題作成の体制づくりは段階的に行うことが考えられるため、
追加年度をずらして段階的に追加していくことも考慮する必要がある。

追加教科の実施頻度は、学校の負担増を懸念する意見に配慮し、例え
ば、３年に一度とし、毎年度、実施教科を入れ替えて、実施することも
考えられる。

（１）対象教科を追加することの意義・効果等（総論）

○平成19年度の全国学力・学習状況調査の発足時においては、対象とする
実施教科について、まずは、小学校の国語・算数、中学校の国語・数学と
することが適当であり、その他の教科については、将来的な検討課題とさ
れたところである。

、これは、本調査により、国の責務として果たすべき義務教育の機会均等
その水準の維持向上という観点からの学力等の把握が必要であること、大
規模な調査を確実に実施する必要があるといったことに加え、
.．読み・書き・計算など、日常生活やあらゆる学習の基礎となる内容を
教える教科であること
・本調査発足前の時点までの国際学力調査や教育課程実施状況調査の調
査結果においてあきらかとなっていた課題（読解力の低下等）

等を考慮したものである。

０

○しかしながら~義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、
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全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と
.課題を検証し、その改善を図るとともに、そのような取組を通じて、教
育に関する継続的な検証改善サイクルを確立すること、学校における児
童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てること、という
調査の目的を踏まえれば平成23年度以降の全国的な学力調査の在り方を
検討するにあたって、望ましい対象教科を考えた場合、国語、算数・数
学のみならず、他の教科についても、対象とすることを検討することが
適当と考えられる。

その場合、追加すべき具体の教科については、学力等の測定方法が、全
国的な学力調査になじむものを対象とすべきである。

｡

○都道府県が独自に行っている学力調査においては、社会、理科、英語と
いった教科について実施している例が相当数あるので、これらの教科の学
力等の状況について把握したいというニーズが存在するものと考えられ
る。

○以上のことから、対象教科は、これまでの「国語」「算数・数学」に加
えて、小学校は「社会」「理科｣、中学校は「社会」「理科」「英語」を追加
することを検討していくことが適当である…

○なお、対象教科の追加の検討とともに、学習状況調査についても継続的
な改善を図っていく必要があるとの意見があった。また、追加する教科に
ついても、全国的な学力調査により測定できるのは学力の一部分であるこ
とについて引き続き留意が必要であるとの意見もあった。

（２）「社会」を追加することの意義・効果等

○グローバル化や規制緩和の進展、司法の役割の増大など、社会経済シス
テムの在り方が変化する中で、日本人としての自覚をもち、国際社会の中
で主体的に生きる人材を育成するためには、自らの国や郷土の伝統や文化
について理解と愛情を深めるとともに、多面的可多角的に考察し、公正に
判断する能力や態度など、平和で民主的な国家ｄ社会の形成者として必要
な資質を養うことが必要である。

○このため、新学習指導要領においては、社会的事象に関する基礎的・基
本的な知識・概念、我が国の伝統や文化に関する内容､社会参画に関する
学習などの充実を図ったところである。

○したがって、全国学力・学習状況調査においても「社会」を追加し、子

どもたちがより確実に必要な資質・能力を習得できるよう、子どもたちの
学力・学習状況について把握・分析等を行っていくことが必要である。

○なお、ＰISAの調査内容の一つである読解力は、「自らの目標を達成し、
自らの知識と可能性を発達させ、効果的に社会に参加するために、書かれ
たテキストを理解し、利用し、熟考する力」であり、国語だけでなく、社
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左会科なども含めた取り組みの推進が重要である。

（３）「理科」を追加することの意譲・効果等

○1990年代半ば以降、ライフサイエンスやナノテクノロジ_、情報科学等
の分野などを中心に学術研究や科学技術をめぐる世界的な競争が激化し、
このような競争を担う人材の育成が各国において国力の基盤として認識さ
れ、国際的な人材争奪競争も現実のものとなっている。

○また、少子・高齢化といった我が国の人口構造の変化のほか、環境問題
やエネルギー問題といった地球規模での課題については、次世代への負の
財産を残さず、人類社会の持続可能な発展のために科学技術に何ができる
かが問われている。

○このような中、次代を担う科学技術人材の育成がますます重要な課題と
なっており、`新学習指導要領においては、科学技術の土台である理数教育
の授業時数及び教育内容の充実を図ったところである｡

○したがって、全国学力・学習状況調査においても「理科」を追加し、子

どもたちがより確実に必要な資質Ｑ能力を習得できるよう、子どもたちの
学力・学習状況について把握・分析等を行っていくことが必要である。

○なお、国際的な学習到達度調査であるTIMSSは「理科」を、ＰISAは「科学
的リテラシー」を調査内容の一つとしている｡が

政府の「新成長戦略」の目標を考えれば、「理科」についても、ＴＩMSS等
でトップレベルの順位に定着するよう、今後、学力向上の取り組みを一層
強化する必要がある。

○なお、実験・観察等に関し、通常と異なる方法により学力等を測定する
場合には、サ.ンプル数を限定する等、詳細な検討が必要である６

（４）「英語」を追加することの意義・効果等
G

○社会や経済のグローバル化の急速な進展に伴いい異なる文化の共存や国
・際協力が求められているとともに、人材育成面での国際競争も加速してお
り、子どもたちに国際的なコミュニケーションツールである外国語(英語）
により聞く・話す．読む・書くなどの能力をはぐくむことが必要である。

○このため､新学習指導要領においては、外国語（英語）の授業時数や聞
く・話す．読む・書くなどの学習活動の充実を図ったところである。

○したがって、全国学力・学習状況調査においても「外国語（英語)」を
追加し、子どもたちがより確実に必要な資質・能力を習得できるよう、子

ｆどもたちの学力・学習状況について把握・分析等を行っていくことが必要
である。
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○なお、会話等英語を用いたコミュニケーション能力に関する調査も、調
査内容としては大切であると考えられるが、学力等の測定方法が通常と異
なるため、サンプル数を限定した調査を視野に入れる等、詳細な検討が必
要である。

（５）対象教科の追加を検討するにあたっての留意点

○対象教科の追加を検討するにあたっては、その前提として、今後の調査
の基本的な在り方（調査目的、調査方式等）についての議論を十分踏まえ
る必要がある。

●

○対象教科の追加を検討するにあたっては、追加の意義及び効果のみなら
ず、実行可能性や、学校側の負担増、多くの児童生徒が時間的余裕を持っ
て取り組むことができる問題量等の考慮、既存のTIMSS、ＰISA、教育課程
実施状況調査、特定の課題に関する調査等との関係等、予想される課題へ
の対応を十分考慮する必要がある。

○教科の中には、時系列的な学力水準の比較についての調査により適した
教科や、教育課程の改善など教育施策に関するその時々の課題に応じた分
析・検証に適した教科があるので、そうした教科の特性を踏まえた検討が
求められるという意見がある。

○あらかじめ、文部科学省（国立教育政策研究所）において、問題作成の
体制づくりを行うことが必要となること、通常〈問題作成に１年以上かか
ること等を考慮すれば､(教科の追加は早くても、平成24年度調査からとい
うことになる。

また、問題作成の体制づくりは段階的に行うことが考えられるため、追
加年度をずらして段階的に追加していくことも考慮する必要がある。
追加教科の実施頻度は、学校の負担増を懸念する意見に配慮し、例えば、
３年に一度とし、毎年度、実施教科を入れ替えて、実施することも考えら
れる。

４．調査方式

（１）調査方式については、平成19～21年度において、悉皆調査で行わ
れ、平成22年度においては、抽出調査（国全体、国公私別、公立の
都道府県別が把握できる抽出率）及び希望利用方式（抽出対象外と
なった学校が、学校設置者の希望により抽出調査と同一の問題の提
供を受け、調査を利用することができる方式）に、調査方式を切り
替えて実施された。

●

（２）抽出率については、都道府県が教職員の給与費を負担すると共に
７
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広域での人事を行うなどの役割と責任を有していることなどにかん
がみ、公立の都道府県別の結果までを統計上有意なレベルで把握で
きる約30％の抽出率で全国的な抽出調査を実施し、あわせて希望利
用調査を実施することで、本調査の目的を実現することができると
考えられる。対象学年の全児童生徒を対象とした悉皆調査でなくと
も、必要なデータを得ることは可能である。

（３）抽出調査では、市町村別や全学校別の結果を統計上得ることは困
難である。平成22年度調査において、調査方式を切り替えた時点で
は、市町村や学校によっては、過去３年間の調査に引き続き、児童
ｆ生徒の学力等をより詳細に把握、検証したいとの声があった。
この点については､過去３年間の調査結果や地方独自の調査を､

抽出調査にあわせて活用していただくとともに、さらに必要があれ
ば、学校設置者の希望に応じて本調査を活用できるようにしたとこ
ろである。実際に学校設置者からの希望を受け付けたところ、抽出
対象外となった学校の約６割が、希望利用方式の利用を希望したと
ころである。このことは、市町村や学校におけるニーズを反映して
おり、これを踏まえれば、当面、抽出調査を調査方式とするのであ
れば－希望利用方式を併用することが必要であると考えられる。

（４）今後の在り方としては、平成22年度の調査方式を継続する意見、
抽出調査のみとし抽出率を縮減する意見、さらには、少なくとも数
年に－度は悉皆調査を実施するという意見等に寸分かれているとこ
ろである。また、異なる調査方式を組み合わせて全体の目的を実現
する方式等も提起されている。

（５）これらの意見を踏まえ、それぞれの意見で提起された案について
の制度設計の検討、これらの案のメリット、デメリットや実現可能
性についての分析６検討、児童生徒、保護者の観点や学校、教育委
員会、教育関係者等の意見の集約などを、引き続き重ねる必要があ
，る゜

▽

､

（６）このため､､当面は、平成22年度調査で用いた調査方式により、現
在求められている調査目的の実現を図るとともに、毎年度の調査実
施後に、事業評価に基づいた継続的な見直しを行うｂ
あわせて､調査方式について提起されている様々な意見について、

具体的な検討を継続し、よりよい調査方式を目指すことが必要であ
る。

●

（１）調査方式については、以下の観点から､当面、対象学年の全児童生徒を
対象とした調査ではなく、抽出調査とし、国全体、国公私別、公立の都道
府県別の児童生徒の学力等の状況を把握・検証することが適当である。あ
わせて、抽出調査の対象外となった学校も、学校設置者が希望すれば、抽
出調査と同一の問題の提供を受け、調査を利用することができる「希望利
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用方式」を併用する必要があると考えられる。

①全国的な学力調査の目的・意義を踏まえれば、教育に関する検証改善
サイクルの確立に向けて、全国的な学力調査を活用し、今後とも、引き
続き、教育活動の結果を検証していく必要がある。
３年間の悉皆調査の結果、児童生徒の学力等の状況について信頼性の

高いデータが蓄積され、教育に関する検証改善サイクルの構築も着実に
進んできていることを踏まえ、都道府県が教職員の給与費を負担すると
共に広域での人事を行うなどの役割と責任を有していることなどにかん・
がみ、当面、平成22年度調査と同様に、公立の都道府県別の結果までを
統計上有意なレベル把握できる約30％の抽出率で、全国的な抽出調査を
実施し、あわせて、希望利用調査を実施することで、本調査の目的を実
現することができると考えられる。対象学年の全児童生徒を対象とした
悉皆調査でなくとも、必要･なデータを得ることは可能である。
なお、将来、一定期間が経過した後は、３年間の悉皆調査などこれま

での調査により蓄積されたデータの更新が必要となることも考えられる
ので、その際に、悉皆調査を必要とすることとなるのか、そうでないの
か､あらためて検討する必要があると考えられる６

｡

●

Ｐ■

②抽出調査では、市町村別や全学校別の結果を統計上得ることは困難で
ある。平成22年度調査において、調査方式を切り替えた時点では、市町
村や学校によっては、過去３年間の調査に引き続き、児童生徒の学力等
をより詳細に把握、検証したいとの声があった。
この点については、過去３年間の調査結果や地方独自の調査を、抽出

調査にあわせて活用していただくとともに、さらに必要があれば、学校
設置者の希望に応じて本調査を利用できるようにしたところである。実
際に学校設置者からの希望を受け付けたところ、抽出対象外となった学
校の約６割が、希望利用方式の利用を希望したところである。
このことは、市町村や学校におけるニーズを反映しており、これを踏

まえれば、当面、抽出調査を調査方式とするにあたっては、希望利用方
式を併用することが必要であると考えられる。

③以上のことから、当面、平成22年度調査と同様の調査方式を継続する
ことにより、全国的な学力調査の意義・目的は十分実現できるものと考
えられる。

（２）将来的には、全国的な学力調査に期待する役割の一部を地方独自の調査
等に期待できないかという意見、教員の指導力向上のためにも少なくとも
数年に－回は悉皆調査で行う必要があるという意見や、異なるタイプの調
査の組み合わせにより、全体として目的の実現を図ることはできないか、
という意見も提起されている。

これらの意見を踏まえて、調査方法について今後とも継続的に検討する
ことが必要である。なお、平成23年度調査など当面の調査においては、平
成22年度調査の調査方式を継承していくことが必要である。
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５．実施頻度

Ｕ
も●
い

(1)実施頻度については、毎年度実施という意見と隔年又は数年に一
度実施という意見がある。

実施頻度については、調査目的や調査方式の在り方と関連させな
がら、引き続き調査検討を継続する必要がある。
当面､･平成22年度調査の調査目的や調査方式を継続する限りにお

Ｌ､ては、「国語｣、「算数・数学」について、毎年度本調査の実施を
続けることが適当である

（２）「国語｣、「算数・数学」以外の教科を、今後本調査に追加する場
合は、当該迫力ﾛ教科については、学校の負担増を懸念する意見に配
慮し、実施頻度は、例えば、３年に一度とし、毎年度実施教科を入
れ替えて実施することも考えられる。

（１）「国語」「算数・数学」について

○実施頻度については▼義務教育におけるPDCAサイクルの確立に向けて、
教育活動の結果検証を継続的に実施する必要があるため、毎年度実施とさ
れてきた。

○実施頻度については、調査目的や調査方式の在り方との関係で今後とも
継続的に検討する必要がある。

○当面、平成22年度の調査目的や調査方式を継続する限りにおいて､．｢国
語」「算数・数学」は、毎年度実施することが適当である。１

○なお、実施頻度についての検討にあたっては、ＰDCAサイクルの確立とい
う観点から〈市町村や学校のニーズも考慮する必要がある。

（２）今後追加する教科について

○「国語｣、「算数・数学」以外の教科を、今後本調査に追加する場合は、
当該追加教科については､■学校の負担増を懸念する意見に配慮し、実施頻
度は、例えば、３年に一度とし、毎年度実施教科を入れ替えて実施するこ
とも考えられる。

孔

６．教育課程実施状況調査との関係等

教育課程実施状況調査については、学習指導要領の目標・内容に照ら
10



した教育内容全般にわたる全国的な状況の把握を通じて、学習指導要領
や指導の改善のための基礎データを得るという意義・目的を明確にする
ことにより、全国学力・学習状況調査との役割分担を図ることが適当と
考えられる。

（１）教育課程実施状況調査については、学習指導要領の目標・内容に照らし
た教育内容全般にわたる全国的な状況の把握を通じて、学習指導要領や指
導の改善のための基礎的なデータを得るという意義・目的を明確にするこ
とにより、全国学力・学習状況調査との役割分担を図る゜このため、その

実施の方法などを今後十分に検討する必要がある。
●

●

※教育課程実施状況調査

（目的）学習指導要領に基づく教育課程の実施状況について、学習指導

要領における各教科、科目の目標や内容に照らした学習の実現状況
の把握を通して調査研究を行い、今後の教育課程の基準の改善等に
資する

（内容）各学年の学習指導要領全体の定着状況を把握するため、複数の
問題冊子により出題し､抽出率を絞って国全体の調査結果のみ集計。

学習指導要領の改訂にあわせて、約10年に一度実施されている。

７．経年変化の分析等を重視した新しいタイプの調査方式の開発や、地方独
自の調査との役割分担について

（１）今後、調査目的の検討と関連させながら、経年変化の分析等を重
視した新しいタイプの調査方式の開発を進める必要があると考えら
れる。

（２）また、全国的な学力調査に求められてきた調査目的の要素の一部
を、今後は、地方独自の調査が担っていくシステムを構築すること
ができないか、今後、検討を行う必要があると考えられる。

●

●

（１）経年変化の分析や教育格差の分析を重視した調査

○全国学力・学習状況調査においては、児童生徒への指導の充実に活かす
ため、実施後に問題を公表しており、同じ問題を用いた調査を行うことが

難しいため、各教科の平均正答数や平均正答率により経年比較を行うこと
が難しい。しかしながら、調査の出題の一部において、過去の調査で課題
の見られた内容に関係する類似の問題を出題し、改善の状況を検証するな
ど、経年的な分析も配慮されている。

また、全国学力・学習状況調査においては、児童生徒質問紙や学校質問

紙による調査を併用し、その後の追加分析も含め…教育格差の分析や関連
－１１－



６

「

する施策の検証など、多面的な観点からの分析が行われてきた。
児童生徒の学力等の経年比較に資するような調査や…教育格差の分析及

び関連する施策の検証のための調査の持つ意義を重視する意見を踏まえ、
今後、学力等の状況の経年変化の分析や教育格差の分析を重視した新しい
タイプの調査について、諸外国の学力調査の状況等も踏まえつつ、研究開
発を行う必要があると考えられる。

（２）地方独自の調査との役割分担

○都道府県や市区町村が独自に実施している学力調査は、対象学年、実施
教科､､調査内容に関し、地域の特色を生かしつつく全国学力・学習状況調
査とは異なる視点に立って実施されることが期待されている。
また､全国学力・学習状況調査の抽出調査により集計される調査結果が、

国全体、国公私別、公立の都道府県別、調査対象となった児童生徒別の結

果に限定されるごとになったため、地方独自の調査は…市町村や学校にお
いて、より詳細なデータを得る場合の有効な手段の一つとして、期待され

＄

ているところである。

○全国的な学力調査に求められてきた調査目的の中の、調査結果を「学校Ｌ
における児童生徒の教育指導や学習状況の改善に役立てる」という要素に
ついては、全国的な学力調査よりも、地方独自の調査の役割に期待する意

見や、そうした場合に地方独自の調査の実行可能性や効果について課題が
あるという意見もある。

全国的な学力調査に求められてきた調査目的の要素の一部を、今後は、
地方独自の調査が担っていくシステムを構築することができないか､今後も
検討を行う必要があると考えられる。

調査結果の取扱いに関する配慮８．

（１）平成22年度調査においては、調査結果を集計する場合の調査結果の取扱
いについてざ①教育委員会や学校は、保護者や地域住民に対して域内の教
育及び当該学校の状況について説明責任を有していること〈②情報公開条
例等との関係、③序列化や過度の競争につながらないようにすること、④
各児童生徒の個人情報との関係、について十分配慮すべきことを実施要領
において求めている｡

このような調査結果の取扱いに関する配慮は今後とも必要であり、当面

の調査においても引き続き求めていく必要がある。

●

●

1２－


